
令和8年度

ヨウ素１３１ セシウム１３４ セシウム１３７

※１ 基準値１０ 基準値１０

R8.4.3 11:15 検出せず（検出限界濃度0.6） 検出せず（検出限界濃度0.5） 検出せず（検出限界濃度0.7）

R8.4.3 10:00 検出せず（検出限界濃度1.0） 検出せず（検出限界濃度0.7） 検出せず（検出限界濃度1.0）

R8.4.3 10:50 検出せず（検出限界濃度0.9） 検出せず（検出限界濃度0.8） 検出せず（検出限界濃度1.0）

R8.4.2 12:15 検出せず（検出限界濃度0.9） 検出せず（検出限界濃度0.6） 検出せず（検出限界濃度1.0）

R8.4.3 12:00 検出せず（検出限界濃度0.7） 検出せず（検出限界濃度0.7） 検出せず（検出限界濃度0.8）

さくら市水道水の放射性物質濃度測定実施状況　（放射性ヨウ素、放射性セシウム）

測定結果（Ｂｑ／ｋｇ）

基準値：食品衛生法における飲料水に係る基準値

採取場所 採取日時 検査機関

向河原浄水場

野辺山浄水場

河戸浄水場

押上浄水場

鹿子畑浄水場

※1 放射性ヨウ素については厚生労働省の通知により半減期が短く周辺環境においても検出されていな
いことから管理目標値は設定されていません。
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